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令和６年 第１１回 定例教育委員会 会議録 

招集日時 令和６年１１月１９日  午後６時３０分 

開会日時 令和６年１１月１９日  午後６時３０分 

閉会日時 令和６年１１月１９日  午後７時３０分 

開催場所 ふじみ野市役所 第２庁舎３階 Ｂ３０１会議室 

教 育 長  朝 倉   孝 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 説明のため出席した者 

１ 冨田信太郎 出席 教 育 部 長 山中 昇 社会教育課長 木村 裕之 

２ 茂井万里絵 出席 教育総務課長 内田 和明 主幹兼上福岡西公民館長 内田 徳子 

３ 西山 幸吉 出席 学校教育課長 石川 聖徳 主幹兼上福岡歴史民俗資料館長  井上 樹朗 

４ 𠮷野  榮 出席 学校給食課長 山﨑 純  

 主幹兼あおぞら学校給食センター所長  大髙 修一  

書  記 教育総務課係長 田島 輝 傍聴人数 ０人 

会 議 概 要 

議  事  等 

報告第３８号  専決処理に関する報告について（令和６年度ふじみ野市一般会計補正予算

（第５号）） 

報告第３９号  専決処理に関する報告について（ふじみ野市障害児就学支援委員会委員を委

嘱及び任命することについて） 

報告第４０号  専決処理に関する報告について（ふじみ野市いじめ見逃しゼロ連絡協議会委

員を委嘱及び任命することについて） 

(午後６時３０分) 〇開会の宣告 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

ただ今から、令和６年第１１回定例教育委員会会議を開会いたしま

す。 

 

〇会議録の承認 

まず始めに、前回の定例会会議録の承認についてです。 

事前に委員の皆様にお配りしておりますが、何か確認事項等はござい

ますか。 

（確認事項なし） 
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教育長 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

特にないようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、会議録につきましては、この内容で承認といたします。 

後ほど、委員の皆様のご署名をお願いします。 

 

〇教育長からの報告 

次に、報告をさせていただきます。 

（報告） 

以上、何点か報告させていただきましたが、確認事項等はございます

でしょうか。 

（確認事項なし） 

 

〇本日の議事 

それでは議事に入ります。 

 本会議に提案させていただいた議事の件数は、報告事項３件です。 

 

〇報告理由の説明 

 それでは、教育部長から報告事項３件の報告理由の説明をお願いしま

す。 

 （報告理由の説明） 

 

〇報告第３８号 

 それでは、報告第３８号「専決処理に関する報告について（令和６年

度ふじみ野市一般会計補正予算（第５号））」を教育総務課長より報告

をお願いします。 

 資料は、繰越明許費補正、債務負担行為補正、歳出の順に課ごとに補

正予算をまとめてあります。 

 まず、繰越明許費補正、学校給食課のあおぞら学校給食センターボイ

ラー更新工事、100,411 千円についてです。 

後程、歳出のところにもでてきますが、あおぞら学校給食センターの

ボイラーは、平成１７年９月からの稼働後１９年が経過し、老朽化によ
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教育長 

 

𠮷野委員 

 

学校教育課長 

 

 

𠮷野委員 

 

学校教育課長 

 

る更新時期を迎えているため、入替を行う工事費になります。 

今後、１２月議会での補正予算可決後、令和７年２月頃に入札のうえ

契約を行い、その後、メーカーの方で部品確保や組立等に着手し、令和

７年の夏季休業中に入れ替え工事を行うものでございます。 

次に、債務負担行為補正、学校教育課の中学校教師用指導書等購入業

務、期間令和６年度～令和７年度、19,575 千円についてです。 

これは、令和６年８月２日の第２回臨時教育員会会議でご可決頂きま

した、令和７年度から令和１０年度までの４年間使用する中学校用教科

図書の選定、採択に基づきまして、令和７年４月の早期に、教師用指導

書を用意する必要がありますことから、債務負担行為を設定し、令和６

年度中の契約行為や準備行為を可能とする予算措置を行ったものでござ

います。 

それにより、指導書の価格が確定する、令和７年２月下旬から３月上

旬に契約を行い、速やかに指導書の確保を行うものです。 

次に、歳出の学校給食課、あおぞら学校給食センター管理運営事業の

補正額 100,411 千円の増額につきましては、先程のボイラーの入替及び

附属設備である軟水装置の更新に係る費用となっています。 

なお、本補正予算は１２月議会の最終日に採決が行われる予定でござ

います。 

説明は、以上です。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意見がござい

ましたらお願いします。 

中学校教師用指導書について、各学校への指導書の配布数を教えてく

ださい。 

基本的には学年に１冊という形になりますが、学年に同じ教科担当が

いる場合もございますので、そういう場合は、２冊という形で計上させ

ていただいております。 

そうすると、学校によって、学年で１冊の学校もあれば、２人で１冊

の学校もあるということでしょうか。 

各学校への教科書需要数調査を基に必要最低限の冊数としておりま

す。 
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冨田職務代理 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

こちらの補正予算で老朽化したボイラー等の入れ替えにあたり、１億

円が追加されて、歳出の方ではその補正額の１億円をプラスして補正後

の予算額としては５億円、という内容になっています。残りの４億円に

ついて、大体の内訳はお分かりになりますでしょうか。 

 この補正前予算額の４億円というのは、あおぞら学校給食センターを

運営する事業全体の予算を捉えてますので、賄材料費や水道光熱費など

施設の運営に係るもの全てが補正前の４億円の中に含まれています。 

そこに、今回新たにボイラー及び軟水装置の更新工事が１億円追加さ

れますので、あおぞら学校給食センター管理運営事業予算の事業費とす

ると、５億円程度になっているというところでございます。 

ほかにご質問・ご意見はございますか。 

 （なし） 

この報告の内容については、よろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございました。 

 

○報告第３９号 

次に、報告第３９号「専決処理に関する報告について（ふじみ野市障

害児就学支援委員会委員を委嘱及び任命することについて）」を学校教

育課長より報告をお願いします。 

委員名簿をご覧ください。本委員会につきましては、ふじみ野市立小

中学校に就学予定の者および就学をしている児童生徒のうち、障がいが

あるため、教育上の支援を必要とする者に関し、必要な調査審議および

教育的支援を行うために組織しているものでございます。委員構成員に

つきましては、医師学識経験を有する者、学校教育関係者、ふじみ野市

の職員で４０名以内と規定しているところでございます。任期について

は、令和６年５月７日から令和８年５月６日までの２年間の任期という

ことで、委嘱任命したものでございます。 

 説明は以上です。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意見がござい

ましたらお願いします。 
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𠮷野委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教員長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

冨田職務代理 

 

 

就学支援委員会というのは年に何回ぐらい行われているのでしょう

か。１０月以降に集中して実施されるのでしょうか。 

年１０回程度実施しております。 

初回は５月から始まり、月１回程度ということで実施させていただい

ております。 

ご指摘の通り１０月からは、新入学児童の就学に対する審議をしてい

くという流れでございます。 

ほかにご質問・ご意見はございますか。 

（なし） 

この報告の内容については、よろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございました。 

 

○報告第４０号 

次に、報告第４０号「専決処理に関する報告について（ふじみ野市い

じめ見逃しゼロ連絡協議会委員を委嘱及び任命することについて）」を

学校教育課長より報告をお願いします。 

ふじみ野市いじめ見逃しゼロ連絡協議会委員につきましては、地域の

団体との連携、基本方針、いじめの基本方針に基づくいじめ防止に関す

る調査・研究及び施策の推進、基本方針に定める内容の点検および見直

しに係る意見聴取、その他、協議会が必要と認める事項につきまして協

議等を行います。主にいじめの未然防止啓発活動に力を入れて実施をし

ているところでございます。委員につきましては、行政関係、心理・相

談関係、学校関係、保護者・地域団体から１４人名を委嘱・任命したと

ころでございます。任期は３年となってございます。 

説明は以上です。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意見がござい

ましたらお願いします。 

ふじみ野市では、いじめ見逃しゼロ連絡協議会があり、私はこの「見

逃しゼロ」というところに意味があると常々思っております。これが

「いじめゼロ」となってしまいますと、いじめがない方がいいんだとい
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことで、いじめを見て見ぬふりをしてしまうような事が起こってしま

うかもしれませんけれども、これはそういった「見逃し」をゼロにする

ということに意義があると思っています。この制度になってしばらく経

ちますけれども、是非この協議会委員の皆様方には、改めて見逃しをゼ

ロにするんだという意義も、ご理解いただいた上で、この協議会の運営

に当たっていただければありがたいと思いますので、引き続きよろしく

お願いします。 

今、冨田職務代理から出たご意見は、ごもっともだと思います。いじ

め見逃しゼロ連絡協議会の委嘱式で申し上げたのですが、多くの自治体

がいじめの報告について、躊躇なく子供がいじめだと認識した時点で、

それをいじめとして報告するようになってきています。それが国全体と

して、いじめの報告件数増に現れています。しかしながら、マスメディ

アは、いじめの件数が激増してきているということだけを報道していま

す。何故増えているのか、という背景を理解しないまま、あるいは理解

していたとしてもそこを省いて、増えているという事柄のみを報道して

いるな、と思います。その結果、報道を反映していると思われる点で

は、最近、特に小学校の低学年で、ちょっとしたいざこざがあります。

その児童がいじめを受けたと家に帰って言う。本人がそのように申し出

れば、学校の方もいじめとしてカウントします。保護者の方々は、やは

り報道等でいじめが激増しているということで、うちの子もいじめられ

ているということに非常にナーバスになって学校の方に対応を求めてき

ます。ところが、しばらくすると小さな子供同士ですから、ちょっとし

たいざこざは、すぐに解消し、元に戻ってしまうんですね。ですが、保

護者同士でこのいじめを巡ってトラブルが起きています。その間に学校

が入って、苦労してるというケースが、顕著に目立ってきています。 

中には、子供同士は、とっくに収まって、元の様に一緒に遊んでいて

も、親同士が争っているというようなケースも増えてきています。 

いじめゼロ、見逃しゼロ、あるいは、いじめで苦しむ子供をゼロにし

よう、ということで早め早めの対応をしていますけれども、その背景を

きちんと理解してもらうということが、我々教育委員会の役目であり、

いじめの数が増えていることの背景は、もっと積極的に伝えていかなけ
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𠮷野委員 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

𠮷野委員 

教育長 

 

 

 

𠮷野委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

茂井委員 

学校教育課長 

西山委員 

 

 

学校教育課長 

 

ればならないと思っています。 

ほかにご質問・ご意見はございますか。 

連絡協議会について、年間何件ぐらい扱われているのでしょうか。 

年３回の会議を実施しております。見逃しゼロ連絡協議会では、先程

ご説明させていただいたところですが、基本的には啓発活動等を重視し

て未然防止の取り組みであったり、昨年度から学校へ訪問をして、学校

の職員、あるいは子供たちの様子を見て、直接話したりする場を設けて

いるところです。 

認知した案件について、指導を入れるということをこの協議会の趣旨

としているところではございません。 

あくまで啓発なのですね。 

実際に対策を行うのは、各学校のいじめ問題対策委員会や、重大事態

だというように認識した場合は、重大事態の調査委員会ということにな

ります。こういった取組でいじめ見逃しをゼロにしましょうという啓発

を行うのが主な目的になります。 

件数というより啓発なんですね。 

各学校で、こんなふうに取り組んでいただきたいというような方向性

を出すということでしょうか。 

仰る通りで、啓発活動を行うと共に、各学校の取り組みを見聞きした

うえで、それをまた全校及び市民に向け発信をする。そのような活動を

主としております。 

学校のいじめ問題対策委員会と連携しているのは、名簿の上から４名

が市のいじめ問題対策委員となっており、各事案の対応について連携・

支援いただいているところでございます。 

こちらの連絡協議会の定数はあるのでしょうか。 

１４人以内となっております。 

 こちらの中にはＰＴＡ連合会ですとか、協議会の委員になられている

方も参加していますが、こちらの協議会で話し合われたことがそちらに

フィードバックされるようなことはありますか。 

おっしゃる通り、各団体の代表で出ていただいておりますので、この

協議会で出た話につきましては持ち帰っていただいて、広げていただい
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教育長 

 

 

 

 

 

西山委員 

 

教育長 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

各課長 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

たり、また各団体で取り組んでいるいじめの啓発についても、この協議

会の場でお知らせをいただいたりというように、広く市民に行き届くよ

うにさせていただいています。 

今、学校教育課長が言ったように、そういう仕組みにはなっておりま

すが、実際にこの方々がきちんとご自分の選出母体のところでこれを伝

えていただいてるかというところについては、なかなかこちらとしては

追跡しきれないところでございます。できれば、あくまでも代表で来て

いただいてますので、ご報告をしていただけるというのが一番ありがた

いなとは思います。 

 是非、そういったことを伝えていく役目も担っていただくようお伝え

いただければと思います。 

 ほかにご質問・ご意見はございますか。 

 （なし） 

この報告の内容については、よろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございました。 

 以上で、報告事項の審議を終了いたします。 

 

〇各課からの報告 

次に、ここで各課から別件で報告をしておくべき事項がありましたら

お願いします。 

（報告） 

ただ今の各課からの報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意

見等がございましたらお願いします。 

（なし） 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。  

 

〇次回の日程等 

続いて、次回の定例教育委員会会議についてです。 

次回は、令和６年１２月２０日(金）午後６時３０分から、会場は第

２庁舎３階Ｂ３０１会議室を予定しております。 
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各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

 

冨田職務代理 

教育長 

 

 

教育長 

なお、傍聴人の数ですが、５名までとさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、次回教育委員会会議の傍聴人は、先着順に５名を限度とし

ます。 

（了承） 

それでは最後になりましたが、これまで本市の教育にご尽力いただき

ました冨田教育長職務代理者におかれましては、本日が最後の教育委員

会議となります。大変、長期に渡ってありがとうございました。 

つきましては、最後に一言ご挨拶いただければと思います。よろしい

でしょうか。 

 （挨拶） 

 ありがとうございました。 

 

〇閉会の宣告 

以上で、令和６年第１１回定例教育委員会会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

（午後７時３０分）  
 


